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【方法７】 「名義変更」で 

社長のキャッシュを最大化する（２）！ 
 

 

【０円】で社長の一生涯保障を手に入れる方法 

実は「医療保険」こそ、社長個人で加入するのはムダといえます。現在、社長個人で「医療保険」を加

入しているのなら見直しを強く提案させていただきます。なぜなら、今からご紹介する方法を使えば、会社

の経費で保険料を払って、最終的には社長個人の一生涯の医療保障が「０円」で手に入るからです。 

 

■ 負担「０円」で社長の一生涯保障を手に入れる 

ロジックはこうです。以下のような「掛け捨てタイプの医療保険」に【法人】を契約者に社長を被保険者

にして加入します。保険料は「全額損金」です。これだけ見ると、何の魅力もないように映ります。 

 

契約者 法人 被保険者 社長 

保険期間 終身 保険料払込期間 １０年 

入院給付金 １日１万円 年間保険料 １８万円 

 

しかし、先述のとおり、【個人】で医療保険に加入していれば「税金」と「社会保険料」を支払った後の

“可処分所得”の中から保険料を払うことになります。しかも、その支払いは終身タイプの「医療保険」に加

入していると、何十年（または終身払い）も続きます。税金面も生命保険料控除が「４万円」あるだけです。 

 

ところが、このプランでは保険料を会社の損金（経費）で落としながら「１０年間」で払い終えてしまいま

す。支払いが終われば後は一生涯の医療保障が続くだけです。そこで、支払いが終わったら契約名義を

【法人】から【個人】に書き換えてしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

すると、どうなるのか？ 

形式上は社長個人が法人から「保険契約を買い取る」ことになります。しかし、このプランには解約返戻

金がありません。よって、買取価格も「０円」になり、【法人】から【個人】への「無償譲渡」が完了します。こう

加入（現在）      名義変更（10 年後） ※社長の買取価格 0 円 

一生涯（終身） 
保険料負担なしで 

一生涯の保障が手に入る 

会社で保険料負担 

（10 年で払込終了） 

法人契約 個人契約 
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して名義変更が完了すれば、社長個人の手元には支払を終えた一生涯の医療保障が残るわけです。 

 

■ 「給付金」が“益金”になる問題について 

たしかに医療保険を【法人】で契約すれば、給付金が「益金」になってしまいます。会社が社長に見舞

金として「損金」にできる金額もごくわずかです。たまに、このことを教科書的に指摘する保険営業マンが

います。しかし、考えてみてください。 

 

給付金が「益金」でも赤字であれば関係ない話ですし、黒字だとしても、あなたが入院などで戦線離脱

しようものなら、少なからず御社の業績にも影響があるはずです。言うまでもなく、社長の役員報酬の源泉

は売上です。では下がった売上をどうするのか。結局、給付金は売上減少の補填分として帳尻が合うケ

ースが多いのです。 

 

たしかに１回で１,０００万円もの給付金が支払われるなら考えものです。しかし、現実にはどうか。１回で

そこまで多額の給付金が支払われる。そんなスペシャルな医療保険に【個人】で加入している人は滅多に

いません。せいぜい多くても２００～３００万円程度です。 

 

だとすれば、です。正直いって、この程度の金額はオーナー社長であれば何とでもなるでしょう。そう考

えると、万が一のときの給付金の課税を心配するよりも、この方法で得られる経済メリットを優先させた方が

現実的といえるのではないでしょうか。 

 

では、このプランではどこの保険会社の医療保険が 1番コスパに優れているのか？ 

これにつきましては社長の年齢・性別等で条件が異なります。ご興味がございましたら、ぜひ私どもに

お声掛けください。社長の手元キャッシュを最大化できる【とっておきのプラン】をご提案いたします。 
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【手取り最大化コンサルティング】 

 事前診断受付中！ 

 

 

あなたの場合はいくら手取りが増えるのか？  

 

最後までレポートをお読みいただきまして、ありがとうございました。オーナー社長であれば誰もが手元

に残るキャッシュを増やしたいと考えているのではないでしょうか。なぜなら、会社に何かあったとき最終

的に頼りになるのは“社長個人の財産”だからです。 

 

通常、社長の「手取り」を増やすには報酬を上げるしかありません。しかし、報酬を上げれば、そこには

「税金」と「社会保険料」の高額な負担が待っています。国は「給与所得控除」の縮小などで個人課税を強

化していますし、社会保険料も３１.５％（労使合計）の負担割合になります。ゆえに、今後ますます「稼い

でもお金が残らない・・・」という状況が続きます。 

 

そこで、どうするか？ 

ぜひこのレポートに書かれた方法を検討してみてください。このレポートはまさに「稼いでもお金が残ら

ない・・・」という社長のために、私どものコンサルティング手法の一部を公開したものです。私どもは「税

金」と「社会保険」のプロとして、あなたの手取りを最大化するお手伝いをしたいと考えています。 

 

その第一歩として、まずは完全無料で「あなたの場合はいくら手取りが増えるのか？」を事前診断させ

ていただけないでしょうか。診断結果はレポート形式で分かりやすく作成された私どもオリジナルの【社長

の手取り最大化シミュレーション】でお知らせします。論より証拠です。実際、私どものコンサルティングで

「手取りがどう増えるのか？」を【社長の手取り最大化シミュレーション】で見ていただきましょう。 

 

 

無料 
完全 
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これは、役員報酬９００ 万円の社長のケースです。ご覧のとおり、【対策前】と【対策後】とでは社長の手

取りは「年額１,７０５,７１０円」アップしています。５年間でみると「累計８,５２８,５４８円」です。一方、会社に

しても法人負担分が「年間３０１,６０２円」減少しています。５年間でみると「累計１,５０８,００８円」です。すな

わち、社長、会社ともに手元に残るキャッシュは増えているわけです。その額は「年額２,００７,３１１円」、５

年間でみると「累計１０,０３６,５５６円」にもなります。 

 

いかがでしょうか？ 

このケースと同じように、あなたの手取りも“年間百万単位”で増やせるかもしれません。ただし、手取り

増加効果（増加額）は人によって異なります。現在の報酬金額やその他の条件によって手取り増加効果

は大きく変わってくるからです。従いまして、「あなたの場合はいくら手取りが増えるのか？」をご報告させ

ていただくために、まずは事前診断をご利用いただきたいのです。 

 

その結果をもとに、私どもコンサルティングを導入するかをご検討ください。私どものコンサルティングに

は初期費用は一切かかりません。報酬については実際にあなたが私どものコンサルティングを導入いた

だき、その効果を検証していただいた場合のみ発生します。それ以外の費用（事前診断費、資料作成

費、交通費など）は何もかも不要です。 

 

【手元キャッシュ最大化コンサルティング｜導入までの流れ】 
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私どもの目的はあなたと会社の手元に残るキャッシュを最大化することです。そのお手伝いをすること

で報酬をいただいております。従って、事前診断の結果、「効果が期待できない」と分かれば、大変申し

訳ないのですが、逆に今回のご提案はなかったことにさせてください。あなたにとって「大きな効果が期待

できる」場合に限り、ご提案させていただきます。 

 

■ 私どもからご提案はいたってシンプルです！ 

私どもからのご提案はシンプルです。私どもでは書面上の手続きだけで、社長と会社の手元に残るキャ

ッシュを最大化するコンサルティングをご案内しております。うまくすれば百万単位で手元キャッシュを増

やせるかもしれません。以下の「ヒアリングシート」で事前診断できるのですが、いかがでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしあなたの答えが「興味アリ」であれば、今すぐ同封の「ヒアリングシート」をご返送ください。あなたに

デメリットもリスクもなし、あるのはコンサル実行後に増える“キャッシュ”だけです。しかも、そのメリットを享

受するために必要なのは、たったひと言、あなたが「と・り・あ・え・ず」とおっしゃって、、、 

 

《 同封の「ヒアリングシート」を私どもにＦＡＸしていただくことです 》 

 

ぜひあなたも手元に残るキャッシュを最大化されて、有効な事業活動やプライベートにお役立てくださ

い。あなたから「ヒアリングシート」が届くのを、こころよりお待ちしております。 

 

 

（ここまで完全無料です） 

 

社長の手取り最大化 

シミュレーションお申込み 

「ヒアリングシート」をご記入 

のうえ FAX にてご返信 

社長の手取り増加額及び 

導入効果をご報告 

「経済効果アリ」との判断 

なら詳細説明の訪問 

シミュレーション 手元キャッシュ最大化 

コンサルのご提案 の結果報告 
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「手取りが増えない・・・」「税金や社会保険料の支払いでお金が残らない」「頑張っても頑張っても楽にな

らない」 
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